
令和 6年 4月 1日改定 

居宅介護支援重要事項説明書 

 

あなた（またはあなたの家族）が利用しようと考えている指定居宅介護支援について、契約を締結する前に知っておい

ていただきたい内容を、説明いたします。わからないこと、わかりにくいことがあれば、遠慮なく質問をしてください。 

 

1. 指定居宅介護支援を提供する事業者について 

事業者名称 社会福祉法人 回春堂 

代表者氏名 理事長  平 政幸 

所在地 米沢市大字花沢２９８６番地の１ 

 

2. 利用者に対しての指定居宅介護支援を実施する事業所の概要 

事業所名称 回春堂ケアサービス 

介護保険指定事業者番号 ０６７０４００８４５ 

所在地 米沢市大字花沢２９８６番地の１ 

管理者 平 さおり 

連絡先 電話：０２３８－２７－８８７５   FAX：０２３８－２６－８１６１ 

通常の事業の実施地域 

米沢市全域 

※その他の地域にお住まいの方で、当事業所の居宅介護支援をご希望の方は、

ご相談のうえ提供できるかどうか検討します 

営業日 月曜日～土曜日 

営業時間 午前８時３０分～午後５時３０分 

 

3. 事業の目的及び運営の方針 

事業の目的 在宅で生活しておられる要介護・要支援高齢者（以下、「要介護者等」という。）に対して、公正

中立の立場で適切な居宅介護支援を行うことを目的としています。 

運営の方針 介護支援専門員は、要介護者等の心身の状況等に応じて公正中立な立場で適切な居宅介護

支援を提供します。また常に居宅介護支援を受ける立場になってこれを提供するよう努めます。 

事業の実施にあたっては関係市町村・地域の保健福祉サービス等との綿密な連携を図り、総合

的なサービスの提供に努めます。 

 

4. 職員体制 

区分 職務内容 人数 

管理者兼介護支援専門員 事業所の管理、居宅介護支援の提供を行います １名 

介護支援専門員 居宅介護支援の提供を行います １名以上 

 

5. 居宅介護支援の内容 

アセスメント 利用者の居宅を訪問し、利用者の心身の状況や生活環境等を把握し、解決

すべき課題を分析します 

居宅サービス計画(ケアプラン)

の作成 

上記アセスメントの結果を踏まえ、指定居宅サービス事業者等へ連絡調整を

行い、ケアプランを作成します 



サービス担当者会議の開催 指定居宅サービス事業所等が集まり、ケアプランの内容について話し合いを

行います。 

経過観察・再評価 

(モニタリング) 

少なくとも 1月に１回は利用者と面接を行い、心身の状況やケアプランに位置

付けたサービスの利用状況について確認します 

給付管理 ケアプラン作成後、その内容に基づき毎月給付管理票を作成し、山形県国民

保険団体連合会に提出します 

要介護認定等申請に係る援助 利用者の要介護認定等の更新の申請や状態の変化に伴う区分変更を円滑

に行えるよう援助します 

利用者が希望する場合は、要介護認定等の申請を代行します 

施設入所への支援 利用者が自宅での生活が困難になった場合や介護保険施設等への入所を

希望した場合、介護保険施設等に関する情報の提供その他支援をします 

 

6. 利用料及びその他の費用 

（１） 利用料 

要介護または要支援認定を受けた方は、全額介護保険により負担されるので、自己負担はありません。 

ただし、保険料の滞納等により法定代理受領ができなくなった場合には、１月あたり次の金額をいただき、当事業所

からサービス提供証明書を発行いたします。このサービス提供証明書を、後日米沢市の窓口に提出しますと、全額

払い戻しを受けられます。 

① 居宅介護支援費 

要介護１・２ １０，８６０円 要介護３～５ １４，１１０円 

※特定事業所集中減算に該当する場合は、上記金額より２，０００円を減額することとなります。 

② 加算料金 

加算項目 加算額 内容・回数等 

初回加算 ３，０００円 

新規に居宅サービス計画を作成する場合 

要支援者が要介護認定を場合に居宅サービス計画を作成する場合 

要介護状態区分が２区分以上変更された場合に居宅サービス計画を

作成する場合 

入院時情報連携加算（Ⅰ） 

入院時情報連携加算（Ⅱ） 

２，５００円 

２，０００円 

（Ⅰ）入院した日の内に、病院等の職員に必要な情報提供した場合 

※入院日以前の情報提供を含む 

※営業時間終了後または営業日以外の日に入院した場合、入院日の翌日を含む 

（Ⅱ）入院した日の翌日または翌々日に、病院等の職員に必要な情報

提供した場合 

※営業時間終了後に入院した場合、入院日から３日目が営業日でない場合はその

翌日を含む 

退院・退所加算（Ⅰ）イ 

退院・退所加算（Ⅰ）ロ 

退院・退所加算（Ⅱ）イ 

退院・退所加算（Ⅱ）ロ 

退院・退所加算（Ⅲ） 

４，５００円 

６，０００円 

６，０００円 

７，５００円 

９，０００円 

入院等の期間中に病院等の職員との面談を行い必要な情報を得るた

めの連携を行い居宅サービス計画の作成をした場合 

（Ⅰ）イ  連携１回 

（Ⅰ）ロ  連携１回（カンファレンス参加による） 

（Ⅱ）イ  連携２回以上 

（Ⅱ）ロ  連携２回（内１回カンファレンス参加） 

（Ⅲ）   連携３回以上（内１回以上カンファレンス参加） 

通院時情報連携加算 ５００円 １月につき 



ターミナルケア 

マネジメント加算 
４，０００円 

在宅で死亡した利用者に対して、終末期の医療やケアの方針に関する

利用者またはその家族の意向を把握した上で、２４時間連絡体制を整

備し必要に応じ居宅介護支援を提供した場合 

緊急時等居宅 

カンファレンス加算 
２，０００円 

病院等の求めにより、病院等の職員と居宅を訪問しカンファレンスを行

いサービス等の利用調整した場合 

（２） その他の費用 ： 交通費 （事業所から１ｋｍにつき２０円） 

利用者の居宅が、通常の事業の実施地域以外の地域の場合、交通費の実費を請求いたします。 

 

7. 居宅介護支援の提供にあたっての留意事項について 

（１） 利用者は、介護支援専門員に対して複数の指定居宅サービス事業者等の紹介を求めることや、居宅サービス

計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等の選定理由について説明を求めることができますので、必要が

あれば遠慮なく申し出てください。 

（２） 居宅介護支援提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容（被保険者資格、要介護認定の有無

及び要介護認定の有効期間）を確認させていただきます。被保険者の住所等に変更があった場合は速やかに

当事業所にお知らせください。 

（３） 利用者が要介護認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要

な援助を行います。また、要介護認定の更新の申請が、遅くとも利用者が受けている要介護認定の有効期間が

終了する 30日前にはなされるよう、必要な援助を行うものとします。 

（４） 病院等に入院しなければならない場合は、退院後の在宅生活への円滑な移行を支援等するため、早期に病院

等と情報共有や連携をする必要がありますので、病院等には担当する介護支援専門員の名前や連絡先を伝え

てください。 

 

8. 虐待の防止について 

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。 

（１） 虐待防止に関する責任者を選定しています。 

虐待防止に関する責任者 管理者 平 さおり 

（２） 成年後見制度の利用を支援します。 

（３） 苦情解決体制を整備しています。 

（４） 職員に対する虐待防止を啓発･普及するための研修を実施しています。 

 

9. 秘密の保持と個人情報の保護について 

（１） 利用者及びその家族に関する秘密の保持について 

① 事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」、「個人情報の保護に関する法

律についてのガイドライン」及び「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイ

ダンス」を遵守し、適切な取扱いに努めるものとします。 

② 事業者及び事業者の使用する者（以下「職員」という。）は、サービス提供をする上で知り得た利用者及び

その家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。 

③ また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。 

④ 事業者は職員に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させるため、職員である期間及び

職員でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、職員との雇用契約の内容とします。 

（２） 個人情報の保護について 

① 事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議や地域ケア会議等において、



利用者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報についても、予め文書で同意を得ない

限り、サービス担当者会議や地域ケア会議等で利用者の家族の個人情報を用いません。 

② 事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物（紙によるものの他、電磁的記録を

含む。）については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止する

ものとします。 

③ 事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示することとし、開示の結果、情

報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内

で訂正等を行うものとします。（開示に際して複写料等が必要な場合は利用者の負担となります。) 

 

10. 事故発生時の対応方法について 

利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族に連絡を行うととも

に、必要な措置を講じます。 

 

11. 身分証携行義務 

介護支援専門員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者の家族から提示を求められた時は、

いつでも身分証を提示します。 

 

12. サービス提供に関する相談・苦情窓口 

担当 

管理者 平 さおり 

受付時間:午前８時３０分～午後５時３０分 

電話：０２３８－２７－８８７５ ＦＡＸ: ０２３８－２６－８１６１ 

 

13. 重要事項説明の年月日 

この重要事項説明書の説明年月日       年     月     日 

上記内容について、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準（平成 11 年厚生省令第 38 号）」

第 4条の規定に基づき、利用者に説明を行いました。 

事 

業 

者 
所在地 米沢市大字花沢２９８６番地の１ 

法人名 社会福祉法人回春堂 

説明者 

事業所 

氏 名 

回春堂ケアサービス 

上記内容の説明を事業者から確かに受け、その内容に同意しました。 

利 

用 

者 

住 所  

氏 名  

代 

理 

人 

住 所  

氏 名  

 


